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１ 施設基本利用料金 
（１）ホール基本利用料金                           （単位：円） 

区   分 
基本利用料金 利用区分に係る基本利用料金 

１日 

9:00～22:00 
午前 

9:00～12:00 
午後 

13:00～17:00 
夜間 

18:00～22:00 

平 日 106,600 28,600 39,000 39,000 

土曜日・日曜日・休 日 143,000 39,000 52,000 52,000 

※ 継続に係る利用料金 
     利用区分により午前及び午後又は午後及び夜間として継続して利用する場合の利用料金は、各   

利用区分に係る利用料金の合算額とする。 
※ 繰上げ又は延長に係る利用料金 

     ホールの利用に係る繰上げ及び延長の料金は、１日の利用に係る基本利用料金の額の１０％の  
額に繰上げ及び延長する時間（３０分１単位）を乗じた額とする。 
 ただし、３０分未満の時間がある場合は、それを３０分とみなす。 

 
（２）会議室等基本利用料金  

ア 時間での利用の場合                   （単位：円） 

室名＼区分 
基本利用料金 

室名＼区分 
基本利用料金 

１時間 １時間 

第１大会議室 1,590 講習室 410 

第１中会議室 520 第３中会議室 460 

第２大会議室 790 第４小会議室 140 

第２中会議室 520 第５小会議室 90 

第２小会議室 260 第６小会議室 90 

第３小会議室 200   

※ 継続に係る利用料金 
 １時間を単位として利用する場合の利用料金は、１時間の利用に係る基本利用料金の利用

時間分の合算額とする。 
  ただし、１時間未満の時間がある場合は、それを１時間とみなす。 

※ ６時間以上連続した利用の場合は、１時間分の額を減額する。 
※ 繰上げ又は延長に係る利用料金 
  会議室等の利用に係る繰上げ及び延長の料金に関して、時間での利用の場合は、会議室等

基本料金のイ １日での利用の場合にある１日の利用に係る基本利用料金の額の１０％の

額に繰上げ及び延長する時間を乗じた額とする。 
  ただし、１時間未満の時間がある場合は、それを１時間とみなす。 

 
イ 1日での利用の場合   （単位：円） 

室名＼区分 

基本利用料金 

１日 

9:00～22:00 

第１大会議室 17,500 

第１中会議室 5,800 

第２大会議室 8,700 

第２中会議室 5,800 

第２小会議室 2,900 

第３小会議室 2,200 
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講習室 4,600 

第３中会議室 5,100 

第４小会議室 1,600 

第５小会議室 1,000 

第６小会議室 1,000 

※ 繰上げ又は延長に係る利用料金 
      会議室等の利用に係る繰上げ及び延長の料金は、１日の利用に係る基本利用料金の額の 

１０％の額に繰上げ及び延長する時間を乗じた額とする。 
      ただし、１時間未満の時間がある場合は、それを１時間とみなす。 
 
（３）あじさいの間等基本利用料金       （単位：円） 

室名＼区分 

基本利用料金 

１日 

9:00～22:00 
１時間 

あじさいの間 22,230 1,710 

けやきの間 11,440 880 

ひばりの間 7,670 590 

※ 継続に係る利用料金 
      １時間を単位として利用する場合の利用料金は、１時間の利用に係る基本利用料金の利用時 

間分の合算額とする。 
      ただし、１時間未満の時間がある場合は、それを１時間とみなす。 

※ 繰上げ又は延長に係る利用料金 
      あじさいの間等の利用に係る繰上げ及び延長の料金は、１日の利用に係る基本利用料金の額 

の１０％の額に繰上げ及び延長する時間を乗じた額とする。 
      ただし、１時間未満の時間がある場合は、それを１時間とみなす。 
 
２ ホール附属設備（楽屋）基本利用料金                （単位：円） 

室名＼区分 

基本利用料金 利用区分に係る基本利用料金 

１日 

9:00～22:00 

午前 

9:00～12:00 

午後 

13:00～17:00 

夜間 

18:00～22:00 

第1楽屋 2,500 720 830 950 

第2楽屋 2,500 720 830 950 

第3楽屋 3,900 1,170 1,300 1,430 

第4楽屋 3,900 1,170 1,300 1,430 

第5楽屋 3,900 1,170 1,300 1,430 

※ 継続に係る利用料金 
      利用区分により午前及び午後又は午後及び夜間として継続して利用する場合の利用料金は、 

各利用区分に係る利用料金の合算額とする。 
※ 繰上げ又は延長に係る利用料金 

      ホール等附属設備の利用に係る繰上げ及び延長の料金は、１日の利用に係る基本利用料金の 
額の１０％の額に繰上げ及び延長する時間（３０分１単位）を乗じた額とする。 

  ただし、３０分未満の時間がある場合は、それを３０分とみなす。 
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３ ホール等器具等基本利用料金 

（１）区分利用を基本とする器具等                      （単位：円） 
種

別 器 具 等 名 単位 １日の 
基本利用料金 

１回の 
基本利用料金 備    考 

照 

 

 

 

明 

ボーダーライト １列 3,300 1,100 
200W×９０灯 桶型18ｍ 
200W×７８灯 桶型15.6ｍ 

フットライト １列 2,100 700 60W×９６灯 押込型14.4ｍ 

花道フットライト １列 750 250 60W×４８灯 引掛型7.2ｍ 

アッパーホリゾントライト １列 4,200 1,400 500W×７２灯 18ｍ 

ロアーホリゾントライト １本 750 250 300W×８灯 

フロントサイドライト １台 750 250 1kW凸 

第１シーリングライト １台 750 250 1kW凸 

第２シーリングライト １台 900 300 1.5kW凸 

トーメンタルライト １台 750 250 1kW凸 

スポットラ

イト(移動

用) 

1.5kW １台 900 300  
1kW １台 750 250  
500W １台 450 150  

ストリップライト １本 750 250 85W×１２灯 1.8ｍ 

クセノンピンス 

ポットライト 
2kW １台 6,900 2,300  

ランプピンスポ

ットライト 
１台 2,700 900 1kW 

 

プロジェクタースポット

ライト 
１台 1,050 350 2kW ハロゲン 

効果用マシン １台 3,300 1,100 

ビーマックス 
エフェクトマシン 
リップルマシン 
芯ナシマシン 
オーロラマシン 
スライドキャリア 

マルチストロボ １式 3,300 1,100  

ミラーボ―ル １台 3,300 1,100  

拡声装置（マイク３本付） １式 10,200 3,400 
アンプ、スピーカー及び 
マイクスタンドを含む 

音 
 
 
響 

マイクロホン １本 2,100 700 スタンド付き 

ステレオコンデンサーマイク １本 5,100 1,700  

ワイヤレスマイク １本 3,300 1,100 受信装置付 

マイクエレベーター装置 １台 1,500 500 マイク含まず 

録音・再生機器 
カセッ

ト 
１台 3,300 1,100 
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種

別 器 具 等 名 単位 
１日の 

基本利用料金 

１回の 
基本利用料金 

備    考 

 
音 
 
 
響 

録音・再生

機器 

マイク吊り

装置 

ＣＤ １台 3,300 1,100  
ＭＤ １台 3,300 1,100  
ＤＡＴ １台 3,300 1,100  

１式 750 250 
マイク含まず（３

点吊り） 

 

エコーマシン １台 5,100 1,700  

ステージスピーカー １台 2,700 900  

はね返りスピーカー １台 1,800 600  
 
 
舞 
 
 
 
台 
   

補助ミキサー １台 3,300 1,100  

所作台 １式 17,100 5,700 （12尺×3尺）23枚 

花道用所作台 １式 3,300 1,100 花道用揚幕、鳥屋囲含む。 

平台 １台 750 250 6尺×4尺以下 

平台 
緋もうせん 

１台 1,050 350 6尺×6尺 

１枚 750 250 1間×2間 

金びょうぶ １双 3,300 1,100 7尺5寸高×６曲 

銀びょうぶ １双 3,300 1,100 7尺5寸高×６曲 

大太鼓(和太鼓) １台 1,500 500  

上敷ござ １巻 750 250  

長座布団 １枚 750 250 1.5尺×6尺 

松羽目 １式 3,300 1,100 張物（竹羽目なし） 

音響反射板 １式 13,500 4,500 側面４枚、天井２枚、正面固定１枚 

地がすり １枚 2,100 700 灰色 

演台 １式 1,500 500 脇台、花台付き 

司会者台 １台 1,050 350 １人用、２人用 

指揮者台 １台 300 100  

指揮者用譜面台 １台 450 150  

コントラバス椅子 １脚 300 100  

譜面台 １台 300 100  

１６ミリ映写機 １式 6,900 2,300  

スライド映写機 １式 3,300 1,100  

スクリーン １式 3,300 1,100  

ピアノ 
ｽﾀｲﾝｳｪｲD-274 １台 33,900 11,300 

フルコンサート型 
（調律料含まず。椅子1脚付き） 

ピアノ 

ピアノ椅

子 

ﾔﾏﾊ CF １台 13,500 4,500 
フルコンサート型 
（調律料含まず。椅子1脚付き） 

ﾔﾏﾊU3E １台 1,800 600 
アップライト型 
（調律料含まず。椅子1脚付き） 

1脚 300 100   
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種

別 
器 具 等 名 

  
単位 

１日の 
基本利用料金 

１回の 
基本利用料金 

備    考 

 
舞 
 
 
台 
 

大迫り １式 3,300 1,100 10ｍ×2.2ｍ 

オーケストラ迫り １式 13,500 4,500 38.2㎡ 

めくり台 １台 450 150  

浅黄幕 １組 3,300 1,100 （5.5ｍ×9.0ｍ）×２（振り竹含む。） 

定式幕 １組 3,300 1,100 幅10間×高さ4.5間 

姿見鏡 １台 750 250  

バレエ用シート １式 17,100 5,700  

そ

の

他 
持込器具用電源 １kW 750 250 

持ち込み器具の電気容量による。 
1kW未満は、1kWとみなす。 

※ １日とは９：００～２２：００までの利用です。 
※ １回の利用料金とは１区分の料金です。ホールには「午前」「午後」「夜間」の３区分があります。 
※ 継続に係る利用料金 
   利用区分により午前及び午後又は午後及び夜間として継続して利用する場合の利用料金は、各利用 

区分に係る利用料金の合算額とする。 
※ 繰上げ又は延長に係る利用料金 
   大ホール器具等の利用に係る繰上げ及び延長の料金は、１日の利用に係る基本利用料金の額の 

１０％の額に繰上げ及び延長する時間(３０分１単位)を乗じた額とする。 
   ただし、３０分未満の時間がある場合は、それを３０分とみなす。 
 
（２）時間利用を基本とする器具                        （単位：円） 

種

別 
器 具 等 名 単位 

１日の 

基本利用料金 

１時間の 

基本利用料金 
備  考 

舞

台 

マルチプロジェクター １台 5,850 450 ※会議室でも利用可能。料金は同一。 

ビデオデッキ １台 1,950 150 

ＤＶＤプレイヤー一体型 VHS ビデオ

デッキ 
※会議室でも利用可能。料金は同一。 

※ １日とは９：００～２２：００までの利用です。 
※ 継続に係る利用料金 

     １時間を単位として利用する場合の利用料金は、１時間の利用に係る基本利用料金の利用 
時間分の合算額とする。 
ただし、１時間未満の時間がある場合は、それを１時間とみなす。 

※ 時間利用を基本とする器具の利用時間は、器具の貸出時間から返却時間までで算定する。 
※ 繰上げ又は延長に係る利用料金 

     ホール等器具等の利用に係る繰上げ及び延長の料金は、１日の利用に係る基本利用料金の 
 額の１０％の額に繰上げ及び延長する時間(３０分１単位)を乗じた額とする。 

     ただし、３０分未満の時間がある場合は、それを３０分とみなす。 
 
４ 会議室等器具等基本利用料金 

器 具 等 名 単位 
１日の 

基本利用料金 

１時間の 

基本利用料金 
備  考 

電子ピアノ １台 1,560 120  

姿見鏡 １台 650 50  
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